
可
概
小
説
巻
十
七

は
盗
賊
戸
口
々
々
に
付
居
.
本
多
安
房
守
足
極
小
頭
林
清
左
術
門
と

い
ふ
者
、
銀
地
を
一
つ
釘
を
相
固
に
し
、
ロ
デ
よ
り
一
度
に
入
る
。
高

野
四
郎
兵
衛
と
い
ふ
者
一
番
に
入
り
綿
鉱
説
。
櫨
兵
衛
を
刺
殺
す
。
女

五
六
入
居
け
る
を
、
一
々
縮
を
掛
て
財
貨
を
等
求
む
。
蹄
り
様
に
皆
縮

を
解
て
放
ち
ぬ
。
二
十
歳
許
の
美
女
に
権
兵
衛
首
か
ね
を
指
置
た
る

あ
り
。
是
も
解
て
放
ち
て
出
ぬ
。
賊
等
皆
面
に
盤
を
稔
た
り
。
檎
兵

衛
家
来
奥
村
凋
左
衛
門
と
い
ふ
者
、
長
屋
に
居
け
れ
E
も
不
知
と
一
式
。

狼
共
後
四
井
次
郎
兵
衛
金
揮
を
逐
電
す
る
故
に
脚
糊
桃
山
炉
問
措
比
千
衣
郎

兵
衛
徒
誌
の
所
第
友
ら
ん
と
御
吟
味
あ
れ
E
も
不
白
紙
。
林
清
左
衛

門
・
高
野
四
郎
兵
衛
も
札
明
の
所
、
絡
に
不
白
紙
。
徒
鉱
の
内
自
殺
す

る
も
の
も
有
之
。
乍
然
如
何
様
に
申
合
た
る
か
白
紙
は
せ
宇
。
但
清
左

衛
門
・
四
郎
兵
衛
雨
人
は
‘
外
に
悪
事
度
々
有
之
に
付
殺
害
せ
ら
る
。

鷲
綴
脚
略
説
Y
闘
は
織
的
伽
則
的
制
r

此
後
十
徐
年
過
去
て
、
共
夜
の
賊

五
六
人
も
生
残
り
有
之
。
不
磁
殺
害
せ
ら
る
。
共
様
子
は
津
田
源
右

街
門
奥
カ
八
矢
精
兵
衛
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
清
兵
衛
父
某
久
々
亀
田

植
兵
衛
に
奉
公
し
、
共
事
の
一
一
間
年
前
畷
を
諦
て
浪
人
し
.
搭
師
と
成

て
消
兵
衛
方
に
佐
す
。
櫛
兵
衛
家
内
の
事
能
〈
知
て
‘
右
清
左
衛
門
、

四
郎
兵
衛
其
外
拾
人
許
の
も
の
へ
指
固
し
泊
。
定
て
以
後
構
兵
衛
方

F 
府
公
へ
御
封
面
。
扱
江
戸
へ
御
越
の
所
に
‘
最
初
の
体
と
は
大
に
遼

ひ
、
道
へ
の
御
迎
も
た
く
.
御
登
城
饗
臨
以
後
は
御
家
老
も
折
々
の

御
見
掴
也
。
御
蹄
路
の
節
殊
の
外
御
機
嫌
悪
敷
く
、
江
戸
よ
り
坂
本

騨
へ
ニ
自
民
被
成
御
感
候
。
坂
本
宿
札
打
様
散
々
御
意
に
不
慮
、
共

宿
札
打
閑
人
を
あ
れ
き
れ
と
御
意
に
候
底
、
雨
入
と
も
建
者
に
て
後

の
山
へ
遁
登
り
、
共
後
絡
に
不
知
候
。
三
日
め
に
信
州
下
の
諏
訪
、
四

日
め
に
飛
州
高
原
、
五
日
め
飛
州
の
境
.
六
日
め
越
中
宮
山
へ
御
着
。

共
後
は
駿
河
へ
も
江
戸
へ
も
、
御
下
向
無
之
。

一
、
山
崎
関
繍
曲
者
を
斬
る

山
崎
閑
繍
六
十
二
三
歳
の
時
、
妻
の
一
類
と
て
二
十
二
三
歳
の
男
を

扶
持
せ
り
。
共
男
不
屈
の
事
有
之
助
賞
し
て
居
た
り
。
或
夜
客
あ
り

夜
深
て
客
蹄
る
時
、
閑
鰯
手
燭
を
持

τ式
韮
迄
選
る
。
共
聞
に
小
姓

部
合
あ
り
。
彼
男
ひ
ら
/
¥
と
み
え
て
隠
れ
た
り
。
客
を
還
り
済
し

て
共
部
舎
を
見
候
鹿
に
、
彼
男
刀
を
抜
居
て
、
閑
繍
が
眉
聞
を
一
万
切

付
。
閑
痛
一
尺
五
寸
の
脇
指
に
て
抜
合
せ
、
手
燭
始
終
持
訟
が
ら
切

伏
先
り
。
浅
手
に
て
三
十
日
許
の
内
卒
癒
し
ぬ
。
微
妙
公
度
々
御
使

者
等
被
成
下
。
御
躍
に
登
城
し
御
目
見
の
時
、
し
ほ
ら
し
き
顔
に
罷

成
候
と
申
上
る
。
一
段
見
事
也
と
。
蹴

m

華
人

可
親
小
説
巻
十
七

一三一四

に
、
前
々
奉
公
仕
た
る
も
の
可
有
穿
盤
と
て
、
共
夜
は
態
と
水
島
村

へ
行
て
病
出
た
り
と
て
、
百
姓
の
家
に
居
て
数
人
に
伽
を
さ
せ
た
り
。

翌
日
本
復
と
て
罷
蹄
る
。
如
築
様
兵
衛
方
に
以
前
致
奉
公
た
る
と
て

穿
識
あ
れ
E
も
、
共
夜
水
島
村
に
居
候
事
分
明
た
る
に
因
て
事
務
む
。

十
年
許
過
て
清
兵
衛
病
死
の
後
、
清
兵
衛
せ
が
れ
其
縫
母
へ
散
々
不

孝
に
て
、
し
か
ん
¥
養
育
さ
へ
せ
宇
、
困
窮
に
及
び
ぬ
。
縫
母
犬
に
念

怒
し
訴
へ
出
け
る
は
、
前
年
組
問
機
兵
衡
を
刺
殺
し
財
貨
を
奪
取
候

者
は
.
我
等
の
男
並
奮
夫
・
今
罷
在
候
縫
子
に
て
候
。
我
等
に
不
孝
し

飢
寒
に
及
ぼ
し
め
候
閥
、
訴
人
仕
候
皆
申
上
る
。
依
之
右
の
瞥
師
・
縫

子
並
同
類
の
知
れ
た
る
者
共
数
人
捕
之
、
拷
問
に
て
共
首
尾
相
知
れ

不
残
殺
害
た
り
。

一
、
瑞
龍
公
出
府
の
節
‘
台
徳
公
御
迎
の
事

関
ク
原
陣
の
翌
年
瑞
龍
公
江
戸
へ
御
越
被
成
候
へ
ば
、
将
軍
秀
忠
公

は
板
橋
騨
迄
御
迎
と
し
て
御
出
。
江
戸
御
靖
翌
日
御
堂
披
の
所
御
饗

路
、
御
逗
留
の
内
は
三
自
民
一
度
づ
っ
御
見
舞
、
御
家
老
伊
井
兵
部

少
輔
・
柳
原
式
部
少
輔
・
本
多
中
務
少
翰
等
毎
日
鵠
御
機
嫌
伺
御
技
館

に
相
訪
た
り
。
共
後
五
六
年
越
て
叉
御
越
の
時
、
信
州
普
光
寺
よ
り

甲
州
へ
か
L
り
、
女
坂
・
か
し
は
坂
を
御
諮
り
駿
府
へ
被
成
御
座
、
内
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一
、
千
利
休
馬
の
泥
障
を
批
判
す

瑞
館
公
、
細
川
忠
興
・
三
樹
・
千
利
休
等
御
同
道
に
て
愛
宕
山
へ
御
登

被
成
、
御
下
向
に
仁
王
門
の
漣
よ
り
公
被
仰
候
は
、
泥
障
は
小
形
怠

る
が
見
よ
し
と
仰
せ
け
れ
ば
、
三
粛
に
は
、
い
や
/
¥
大
形
た
る
が
見

よ
き
と
被
申
候
。
御
商
人
御
争
ひ
被
成
.
ひ
た
も
の
共
事
被
仰
不
落

婚
。
公
、
扱
も
集
が
付
不
申
候
。
是
に
和
備
の
居
被
申
候
。
批
判
承
度

と
御
意
の
時
、
利
休
茶
杓
か
茶
入
の
物
数
寄
に
候
は
ピ
申
見
侠
は
ん
。

弓
馬
の
儀
は
批
判
も
難
成
と
被
申
候
。
い
や
是
は
用
方
に
て
も
た
し
、

見
分
迄
の
事
也
。
是
非
被
申
よ
と
の
御
意
の
時
、
先
程
よ
り
存
寄
候

は
、
是
は
馬
の
大
小
に
よ
り
可
申
事
か
と
被
申
候
へ
ば
、
各
是
は
至

極
也
と
被
仰
。
生
田
四
郎
兵
衛
が
供
に

τ承
之
。
蹴

aw左
衛
門

一
、
大
河
原
助
右
衛
門
・
服
部
左
源
太
の
討
死

大
坂
各
陣
大
河
原
助
右
衛
門
討
死
、
河
原
毛
の
馬
也
。
極
丹
四
日
民

間
丸
に
て
の
事
。
夏
陣
服
部
左
源
太
新
参
に
被
召
出
、
此
馬
を
求

τ

乗
り
五
月
七
回
戦
死
す
。
三
毛
に
て
普
馬
也
と
云
。

一
、
松
村
孫
三
郎
、
囲
七
兵
衛
と
武
功
を
挙
ふ

慶
長
五
年
八
月
八
目
、
小
松
大
領
野
へ
江
口
三
郎
右
衛
門
出
る
時
、

三
郎
右
衛
門
と
知
音
の
謹
多
く
同
道
し
て
行
き
ぬ
。
共
内
松
村
孫
三

三
二
五




